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会  議  記  録 

会議名称 第 ６０ 回 杉 並 区 環 境 清 掃 審 議 会 

日 時  平成２７年１月１９日（月）午後３時００分～午後５時３８分 

場 所  区役所第４委員会室（中棟６階） 

出 

席 

者 

委 員 名 

柳下会長、松下委員、浅井委員、原田委員、山﨑委員、六車委員、松木委員、

寺田委員、鹿野委員、木下委員、上原委員、植田委員、岩渕委員、井出委員、

石川委員、東委員、秋田委員、竹内委員、奥委員 

（１９名） 

区 側 

環境部長、環境課長、ごみ減量対策課長、杉並清掃事務所長、 

みどり公園課長、都市計画課長、方南支所担当課長 

 

傍聴者数  １名 

配 

付 

資 

料 

等 

事 前 

 一定規模以上の開発等に係る報告（緑化・１件） 

 杉並区緑地保全方針の策定について 

 杉並区緑地保全方針概要版 

 緑地保全方針の冊子本体 

 すぎなみ環境情報館の移転について 

 平成２６年度杉並区環境白書の発行について 

 

当 日 

 席次表 

 次第 

 委員名簿 

 環境活動推進センターのパンフレットと平面図 

 

会 

議 

次 

第 
 第６０回杉並区環境清掃審議会 

 １ 会長あいさつ委員紹介 

 ２ 議事内容 

 報告事項 

 （１）一定規模以上の開発等に係る報告（緑化・１件） 

 （２）杉並区緑地保全方針の策定について 

 （３）すぎなみ環境情報館の移転について 

 （４）平成２６年度杉並区環境白書の発行について 

 ３ その他 
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 第６０回環境清掃審議会発言要旨 平成２７年１月１９日（月） 

発言者 発言要旨 

環 境 課 長   皆様、こんにちは。環境課長でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。定刻となりましたので、これから第60回環境清掃審議会を開会させていただ

きます。 

 本日はお寒い中、お忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとうござ

います。 

 まず最初に、昨年、平成26年10月の人事異動によりまして、区の説明委員でご

ざいます環境部長がかわりましたので、初めに紹介させていただきます。 

環 境 部 長  環境部長の森でございます。昨年10月に前任から交代で環境部長を仰せつかり

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

環 境 課 長  ありがとうございました。 

 それでは、本日の委員の出欠状況でございますが、本審議会、22名の委員に対

しまして、ただいま18名の方のご出席をいただいています。過半数の定足数に達

してございますので、この第60回杉並区環境清掃審議会は有効に成立しておりま

す。 

 なお、本日の傍聴者は１名です。 

 次に、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、事前に私どもからお送りさせていただきました配付資料でございます

が、「一定規模以上の開発に係る報告」緑化・１件でございます。 

 そして、「杉並区緑地保全方針の策定について」、「杉並区緑地保全方針の概

要版」、「緑地保全方針の冊子」本体でございます。 

 また「すぎなみ環境情報館の移転について」、「平成26年度杉並区環境白書の

発行について」をお送りさせていただいています。 

 本日席上に次第と席次、環境活動推進センターのパンフレットと配置図を置か

せていただいております。何か過不足はございませんでしょうか。 

 それから本日、席上にブルーのファイルを置かせていただきました。これは基

礎的な資料をファイリングしてあるものでございますが、次回以降も使わせてい

ただきますので、審議会が終わりましたら席上に置いたままでお帰りください。

よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の報告事項は４件ございますが、ここからは会長に議事進行を

お願いしたいと存じます。では会長、よろしくお願いいたします。 
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会 長  皆さん、新年明けましておめでとうございます。 

 前回、メンバーの入れかわりがありまして、新規委員には、若干の自己紹介を

していただきました。今回初めてお越しになっている委員はいらっしゃいます

か。前回欠席で今回出席の委員はいらっしゃらないですか。副会長は前期から委

員ですが、副会長になったということ自体は前回決まりました。何か一言お願い

します。 

副 会 長  この審議会の副会長を務めさせていただくことになりました。私は後楽園にあ

る中央大学のキャンパスの研究開発校というところで、今外部から委託研究で資

源循環ビジネスの研究をやっております。この杉並区の話題にぴったりかなと思

っておりますけれども、よろしくお願いします。 

 この審議会では委員を継続して務めてまいりました。顔見知りの方も中にはい

らっしゃいますが、引き続きよろしくお願いします。 

環 境 課 長  ほかにいらっしゃいませんか。よろしいですか。 

 では、今日の議事日程に沿いまして、４件の報告がございますので、まず１と

２を報告を受けまして質疑を行う。次に３と４の報告をいただいて質疑を行う段

取りで進めさせていただきます。 

 それでは、最初の２件お願いいたします。 

みどり公園課長  私からは、一定規模以上の開発事業等の報告を最初にさせていただきます。今

回は公共の計画１件の報告でございます。 

 それでは、杉並区妙正寺体育館改築工事の資料をご覧ください。 

 本件は体育館の建てかえ工事に伴う緑化計画でございます。 

 所在地は清水３丁目20番12号です。敷地面積は3,668.20㎡です。 

 建築物の概要、用途地域等は記載のとおりでございます。 

 続きまして、杉並区環境基本計画に係る施策区分と取り組み概要でございます

が、施策区分は３点ございます。環境基本計画の目標に連動するような形と、施

策に連動するようになっています。ナンバーが３－４、緑化指導の充実、３－

７、区立施設の緑化推進、１－９、ヒートアイランド対策の推進に係るもので

す。取り組み概要は、緑化基準を満たす計画を指導しており、既存樹木がカイズ

カイブキ、ヒバなどの常緑針葉樹が多かったため、花木等の活用により彩りを加

える指導をしてございます。 

 次に保存される樹木、緑地面積でございますが、保存される樹木本数は高木

115本のうち36本、中木２本のうち２本を残す計画となってございます。 
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 保存緑地面積としては548.72㎡でございます。 

 また、緑化基準でございますが、接道部緑化延長は基準の118.8ｍに対して

124.37ｍで、基準を満たす計画となってございます。緑地面積は基準の733.64㎡

に対して、計画は768.17㎡で、こちらも基準を満たす計画となってございます。 

 新規樹木の本数については、既存樹木を残した場合には基準緑地面積から保存

緑地面積を差し引いて、不足する緑地面積に対して新植樹木の本数を確保するこ

とになります。本計画では高木の基準９本に対して22本の新植を含めて高木58本

の植栽、中木の基準62本に対して新植166本を含め、合計168本の植栽となってご

ざいます。また、低木の基準185本に対しては新植810本を植えることとなり、い

ずれも基準を満たす計画となってございます。 

 資料の裏面、２ページ目に案内図と緑化コンセプトをつけてございます。場所

は環八通りと早稲田通りの交差する場所から東南東約300ｍのところに位置して

ございます。南側には妙正寺公園がございます。コンセプトは、西側の天祖神社

や周辺住宅と連続した緑を形成するため、接道面の緑化に重点を置いてございま

す。樹種については、ヒバ、カイズカイブキの列植が多くを占める既存樹木を間

引きしながら保全し、要所には花木を新植してございます。維持管理も考慮し、

周辺環境に適した計画となってございます。 

 ３ページ目に現況図、既存樹木の一覧、４ページ目に緑化計画図、新規植栽一

覧をつけてございます。 

 以上が一定規模以上の開発に係る報告でございます。 

 続きまして、杉並区緑地保全方針の策定について報告させていただきます。 

 杉並区の緑は民有の緑が約７割を占めてございます。近年この民有の緑でも屋

敷林・農地といったまとまりのある緑が約30年もの間に半減してございます。区

では杉並の原風景とも言えるこの屋敷林・農地を重点的に保全に取り組むため、

今回、杉並区緑地保全方針を策定いたしました。 

 まず、この方針の概要ですが、添付しております概要版をご覧ください。先ほ

ど申し上げました屋敷林・農地の減少の現状とあわせて、課題、解決すべき今後

の方向性を打ち出してございます。課題としては現在ある保全制度、例えば区の

条例による保護指定制度や都市緑地法による市民緑地制度などの保全制度が十分

に所有者に理解・活用されていない、地域の中で屋敷林・農地を残す仕組みがで

きていない、高齢化や後継者不足で維持管理ができていない、屋敷林農地の機

能・効用についての理解不足が挙げられます。今後の方向性として所有者に保全



 

5 

制度を十分活用していただけるよう、制度説明を含めた保全制度の活用・拡充、

地域で屋敷林・農地が保全できるよう地区計画制度などを視野に入れた保全のた

めのまちづくり、ボランティアによる支援体制の構築を進めながら、地域で保全

体制ができるようにするマンパワーの活用、屋敷林・農地の機能や効用を体感

し、その重要性を理解してもらえるようにする保全のためのＰＲ・企画の４つの

大きな方向性を掲げ、屋敷林・農地の保全強化に取り組んでまいります。 

 概要版の中面、左側をご覧ください。この保全の取り組みに当たり、区の中央

部に位置し、比較的一団の屋敷林・農地が残っております荻窪１丁目、成田西３

丁目地区をモデル地区とし、先ほど述べました４つの大きな方向性で保全施策を

展開してまいります。 

 青枠の保全制度の活用・拡充をご覧ください。核となっている屋敷林では、保

護樹木、貴重木と既になっているものにさらに追加指定等を行い、樹木医が派遣

できるようにするなど、維持管理の支援を行ってまいります。また屋敷林の付加

価値づくりとして、循環型社会における緑のリサイクルがございます。落ち葉を

活用した腐葉土づくりを行い、地域での活用が図れるよう、コンポスト等の資材

提供を行っていくことを考えてございます。 

 その隣の黄色の枠、保全のためのまちづくりでは、農の風景育成地区の制度の

導入やこれから開設する農業公園、既存の区民農園等を活用しながら、農に親し

む環境づくりを進めていくことを考えてございます。 

 その下のピンクの枠、マンパワーの活用では、既に活動されているみどりのボ

ランティアや援農ボランティアの方々を含めた、（仮称）みどりの支援隊を募集

し、屋敷林・農地の保全支援体制の構築を進めてまいります。また、他の保全団

体との情報交換が図られ、活動が長く続けられるようボランティアの支援体制も

考えてまいります。 

 その左の紫の枠をご覧ください。保全のためのＰＲ・企画ですが、屋敷林・農

地の効用についてのＰＲを広報等で機会を捉えて行うほか、屋敷林・農地の所有

者とタイアップした講座やイベントを企画し、自然観察などを行いながら夏場の

涼しさを体感するなど、屋敷林・農地の持つ機能・役割を理解してもらいながら

保全に努めてまいります。 

 次に、下の杉並らしいみどりの保全地区の選定のところをご覧ください。先ほ

どのモデル地区も含め、区としてどのような場所を残していくのか、それを定め

たのが杉並らしいみどりの保全地区でございます。この杉並らしいみどりの保全
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地区は、平成24年に実施したみどりの顕彰「後世に残したい杉並の屋敷林」がも

とになっており、区民が残していきたいと思う屋敷林の中で、表彰対象になった

屋敷林を中心に選定してございます。選定基準は、杉並の原風景の保全から屋敷

林と農地の一体となったところ、鉄道駅近くで貴重な屋敷林が残っているところ

の２視点から、10カ所の杉並らしいみどりの保全地区を選定しております。 

 概要版の裏面をご覧ください。選定した10カ所の位置をお示ししてございま

す。中面にお戻りいただいて、右の面をご覧ください。この保全地区では、先ほ

どのモデル地区での取り組みと同様に、保全制度の活用・拡充を初めとする４つ

の柱で保全に取り組んでまいります。 

 青枠、保全制度の活用・拡充では、制度の十分な説明・ＰＲを行い、所有者意

向を把握しながら、必要に応じ特別緑地保全地区、生産緑地地区の指定など、都

市計画制度の活用を図ってまいります。 

 その下、黄色い枠のところをご覧ください。保全のためのまちづくりでは、農

の風景育成地区だけではなく、保全を目的とした地区計画や地区施設として環境

緑地帯を設ける環境形成型の地区計画制度の導入も検討してまいります。 

 その下、マンパワーの活用は省略しますが、その隣、保全のためのＰＲ・企画

では、中ほど記載にあるアグリフェスタ、農業祭を通じた地場農業のＰＲ、企画

では所有者とタイアップした講座・イベントのほか、地産地消流通システムの構

築などを行いながら、保全に向けた取り組みを進めてまいります。 

 本紙面の一番下、税制改正の要請につきましては、これまで国・都への税制度

改正、例えば相続税の納税猶予制度の改正等を要請してまいりました。屋敷林・

農地の保全に当たっては、生産緑地の指定要件の面積緩和等、引き続いて要請し

てまいります。この保全地区での取り組みに当たっては、モデル地区での検証結

果を踏まえ、保全地区での展開を図ってまいります。 

 概要版裏面、最終ページの今後のスケジュールのところをご覧ください。保全

は待ったなしの状況というところは十分認識してございます。しかし、保全でき

る地域体制、環境づくりも重要と認識してございます。そのため、平成27年度は

モデル地区での取り組み準備を行い、平成28年度、29年度でモデル地区での保全

取り組みを実施し、検証してまいります。その後、30年度からは保全地区での取

り組みの展開を行う予定です。この緑地保全方針では、農地として持ち続けるこ

と、営農できることが農地保全にもつながることから、営農支援策が含まれてご

ざいます。 
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 また、特別緑地保全地区、地区計画制度など、都市計画手法も活用し、屋敷

林・農地がそのまち、地域において景観形成、ヒートアイランド現象の緩和、災

害時の避難場所等、多面的な機能・役割を担っていることを地域で確認する契機

としていきたいと考えてございます。これら保全に向けた取り組みを行うこと

で、杉並の原風景と言える屋敷林・農地を区民共有の財産との認識のもと、これ

を地域で守り、支え、後世に引き継いでいけるよう努めてまいります。 

 私からの説明は以上でございます。 

会 長  ありがとうございました。今の１と２というのは、関連しますが一体の話では

ないですね。別の話として理解してよろしいですね。 

 では、１からいきたいと思います。最初の開発に係る報告案件について。いか

がですか、何かご質問なりご意見なり。はい、お願いします。 

Ｄ 委 員  緑化基準というのがありますけれども、この基準というのはどういうような算

式があるのか。 

会 長  どちらの記述でしょうか。 

Ｄ 委 員  第１の、一定規模以上の開発等に係る報告の中で、緑化基準というのがござい

ますね、下のほうに。その基準の接道部緑化延長が118.8ｍというような形、あ

るいは緑化面積が733.64㎡という数字が出ているわけですけれども、この数字を

出す算式の何かがあるんでしょうか。今さらおかしいと思いますけれども、ここ

にあって。 

会 長  基準の根拠というのを、確認します。基準の説明をお願いします。 

みどり公園課長  接道部の緑化延長の基準ですけれども、こちらについてはその敷地の接道の長

さに対して、敷地の大きさや、あるいは用途によって率が定めてございます。今

回はこの計画の敷地の接道部の延長が169.71ｍございました。これに対して、公

共施設ということと敷地の大きさから率が0.7を掛けてございます。その数値が

118.8ｍとなってございます。 

Ｄ 委 員  これ全てが0.7というわけではないですね。 

みどり公園課長  そのとおりでございます。 

Ｄ 委 員  というのは今まで見ていましたけれども、ここの緑化基準というのがその都度

違っているんですよね。だから今言った何か数式があってそういうものが出るの

かなということで聞かさせてもらったのですけれども、ということはその基準を

つくることに対してはこうだというような決定的な算式はないのですか。 

みどり公園課長  基準接道部緑化延長については、接道部の延長掛ける接道部緑化率表に掲げる
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数値ということで、私どもでこれまでの実績等で、これぐらいはとれるだろうと

いう率を定めてございます。その率を当て込んでいただくというふうになりま

す。 

Ｄ 委 員  わからないようですけれども、こちらのほうでそういう式があるというなら

ば、それはそれで構わないと思います。すみません。 

会 長  基準というのは、何に基づく基準ですか。 

みどり公園課長  杉並区みどりの条例の条例規則で定めるものでございます。 

会 長  条例の規則ですね。ということは制度的な根拠があるということですね。ほか

いかがでしょうか。どうぞ。 

Ｎ 委 員  まだ２回目でよくわからないのですが、今回残していただける木と、それから

移植していただく木と、新しく植えていただく植物とがあるというように理解し

ました。移植ですけれども、見た限りで移植がどこにされているかちょっとわか

らなかったので、その辺を教えていただけたらというのと、あと新規植栽リスト

の一番右側の備考にいろいろ書いてあるんですけれども、それが何を意味するか

まるで知らないもので、その辺の説明もお願いいたします。その２点です。 

みどり公園課長  最初に、移植する樹木がどこなのか、それがどこにということでございます。

３ページの既存樹木をご覧ください。北側の低木というところに、ちょっとコー

ナーになっていますけれども、その隣に８番というのがついていると思います。

小さくて申しわけないです。こちらが移植と引き出し線をつけてございます。こ

れの内容はモミジでございます。 

 さらに左下側のところにまた低木というものが２つございます。小さい低木と

大きい低木の間のところに７番に移植という引き出し線をつけてございます。こ

ちらがカワズザクラでございます。これが今回の計画でどこに移るかというとこ

ろですけれども、植栽の次の４ページ目をご覧ください。すごく小さくて申しわ

けございません。モミジについては現在の位置から少し東側のほうに移っており

ます。四角い菱形で５とついているのがモミジの移植箇所でございます。 

 そして、５のさらに少しだけ東側に16というのがございます。こちらがカワズ

ザクラの移植先でございます。すごく小さくて申しわけございません。 

会 長  よろしいですか。いかがですか。 

みどり公園課長  すみません。２つ目の質問の植栽リストの話があったと思います。もう一度教

えていただけますか。もう１本、ヒバがあるのですけれども、それについては後

ほど移植先のほうを報告いたします。 
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Ｎ 委 員  新規植栽リストの備考欄の項目が知識不足で、何を書いてあるのかわからない

もので、お願いします。 

みどり公園課長  新規植栽リストの備考欄に書いてある八ツ掛、そして布掛等のものについて

は、その新規に樹木が倒れないように、根づきがよくするための支柱を意味して

ございます。八ツ掛というのは丸太で３本ぐらいあるやつです。布掛について

は、生け垣を列植しているところについて横に棒を入れながら固定するというよ

うなものでございます。そして、あと３芽立15cm、44／㎡というところがありま

す。これは地被類で使う材料の規格を指してございます。リュウノヒゲで３芽

立、芽が３つ出ているものです。ポットとしては15センポットということです。

これを㎡当たり44株植える計算ですよという意味でございます。 

  そして、もう一つ、移植のところで報告ができていないのがありました。既存

樹木の36番のヒバというのがございます。36番のヒバが新植のところでは南側に

あるテニスコートと体育館との間に、ちょっと東側に寄りますけれども、緑色で

塗ってある部分が２つございます。その東側のほうに菱形で12というふうになっ

てございます。こちらのほうにヒバが移植されます。 

Ｎ 委 員  ありがとうございました。 

副 会 長  それでは、一つ質問というか、問題提起みたいな質問ですけれども、先ほどＤ

委員のご質問にあったことに少し関連しますが、要は基準というものをやはりき

ちっと明示すべきかなと。もうちょっとストレートに申し上げますと、ここで緑

地面積というのが下にあって、768㎡ですか。それでその敷地面積が3,668㎡、大

体２割ぐらいを緑化されようとしているわけですよね。 

 これの評価が私は聞いていてよくわからなかったんですけれども、ある種の数

値計算があって、それを満たしておればいいと受けとめました。恐らくこれが民

間の開発であれば私はそれでも仕方がないかなと思います。少なくとも行政上の

役割は違うにしても、教育委員会かもしれませんが、公的な建物である以上、も

う少し増やして頑張れないのかなと。つまり頑張り度みたいなものを加味した評

価というのが欲しいなと思いました。 

 その理由は、先ほど緑地保全方針なるものをささっと見て、説明されたかどう

かわからなくて、この厚いほうを見ていましたけれども、例えば10ページに農地

は27年間で約半減して、100haから49ha、まさしく半減ですね。そうするともっ

と緑地面積、私が今さら申し上げるまでもないことかもしれませんけれども、緑

地には公的な緑地と民有緑地がありますよね。だから多分これは民有緑地に入る
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んだと思います。民有緑地でも公的な機関は頑張るんだという何か方針があるべ

きじゃないかなと、思いました。 

 したがって、どこまで可能なのか、なぜこの制度までできないのか。基準値は

30㎡ぐらい上回っていますけれども、もっと頑張れないのか。つまり頑張り度評

価というのを民間も含めて入れてあげて、やはり緑地が減っているんだというん

だったら緑被率でカバーするという、そこの政策をきちっと打ち出すべきじゃな

いかなと。そこが聞きたいところですね。基準を量的に満たしておればいいとい

うのは、これは最低限の話であって、杉並区としての、これは政策ですからね、

そこをどうするのかということをやはり聞きたいなと思いますね。 

会 長  まとめて答えていただいたほうがいいと思います。私自身も感じたことを申し

上げますと、テニスコートをつくるということですが、最近ハードコートと聞く

ことがありますが、現況の地面は一体どういう状態であったのかということで

す。これはかなり面積が大きいですからね。気になりますのは、最初にヒートア

イランド対策と書いてある。ヒートアイランド対策の一つは、降った雨が全部表

面でカットされて、そのまま下水溝に入ってしまうというのは、ヒートアイラン

ド対策上は非常に好ましくない。できる限り地下水として涵養されるほうがいい

ことになる。今回、私が言っていることは杞憂かもしれませんが、確認です。 

 それから、屋根がたくさんあるようですが、屋根の活用で何らかのヒートアイ

ランド対策、さらには太陽光の活用とか、そういう環境基本計画に書いてあるこ

とをいろいろと、どこまで公共の事業としてモデルになるようなことをやってい

るのかなと。 

 先ほど副会長が言われたことと同じで、民間に対する最低の基準に適合してい

るならいいという話であるのか、その辺はどう考えているのかをお聞きしたいで

すね。 

みどり公園課長  委員おっしゃるとおり公共施設ですので、緑化に関しては民間の施設の緑化の

モデルとなるような形で努めてくれということは、かねがねその担当部署に伝え

ているところでございます。 

 今回の計画は、例えば数値の上ではそれより多くとったから、基準を満たして

いるからいいでしょうというところを、そういうふうに聞こえたかもしれません

が、そのことを言っているだけではございません。区としてもこの施設に見合う

緑化指導をしてございます。 

 そして、テニスコートは、運動施設でございます。通常の公共施設とはちょっ
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と違うような形態でございますので、運動する人に危なくないような植栽配置、

その辺も考えなくてはなりません。ですので、それらを含めて総合的に判断した

結果、このような計画になっているところでございます。 

 また、地下の体育館についてはアリーナと小体育館ができる予定になってござ

います。人口地盤も植栽に影響しているところがございます。 

 既存のテニスコートについては人工芝でございました。今回の計画でも人工芝

でございます。テニスコートは結構利用頻度が高いので、このような内容になっ

ているところでございます。 

 そして、屋上、壁面等についても、こちらは働きかけてございますが、施工す

る側でなかなか難しいという話をいただいているところでございます。 

環 境 課 長  そのほかのヒートアイランド対策のご質問がございましたが、屋根などに太陽

光発電をつけるということは計画していると聞いております。それから建物の、

いわゆる環境に配慮したさまざまな工夫をするということで、断熱効果の高いも

のを使うとか、そういうことをやっていると建築サイドから伺っております。今

日は緑という観点でご報告させていただきましたが、建物のほうについても現在

の区立施設の環境に配慮した内容については十分配慮して建築をしていくと伺っ

てございます。 

副 会 長  今おっしゃったようなことを、これから例えばここで言うと、上から何段目か

な、杉並区環境基本計画施策区分と取り組み概要という欄があるんですよね。そ

こに括弧してでもいいですけれども、これを例えばＡランク、Ｂランク、Ｃラン

クぐらいに分けて、Ｃランクというのは極端なことを言えば、基準は何とか守っ

ている程度。Ａはかなり頑張ったと。Ｂはほどほどと。そういう評価を入れたら

どうですか。それを提案します。 

 これだと指導した結果どういうことだったんだという意味がわからないですよ

ね。今お話を聞いてここまでやっているんだとか、無理なんだとか、そういうこ

とが初めてわかるわけですから、やはりここにはそういう評価を入れてもらえる

と、こちら側は非常にわかりやすくなります。そこはいかがでしょう。 

みどり公園課長  計画でございますので、でき上がりも見なくてはいけないとは思っているとこ

ろでございますが、その評価については少し考えてみたいと思ってございます。 

環 境 課 長  評価につきましては、今回この書式もこれまで緑関係の報告をする際に、環境

基本計画との関連性などがどうもわかりにくいというご指摘もございましたの

で、今回書式を改めまして、環境基本計画のどの部分に該当するかというのは資
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料として入れさせていただきました。今回はその基本計画の中のどういうところ

に関連して報告があるのかという、まずその辺を確認していただければありがた

いと思ってございます。 

 今、副会長からＡＢＣランクみたいなランクづけのようなご提案もございまし

たが、基準に対して現実にどういうふうな結果になったかというようなのを、で

きる限りわかりやすく委員の皆様にもわかるように、引き続き資料などの工夫を

していきたいと思いますので、少し検討させていただきたいと思います。 

会 長  Ｃ委員。 

Ｃ 委 員  今、テニスコートのところが人工芝というお話でしたけれども、アンツーカー

だとそのまま水が涵養できるように下に落ちますよね。人工芝の場合は水が下に

透過するようになっているんですか、それとも全部人工芝の面でとまってしまう

形ですか。よくわからないものですから、もしそこがわかればと。 

みどり公園課長  人工芝にもいろいろございますので、今回の詳細についてはちょっと把握して

ございませんが、恐らく公共施設ですので、雨水浸透等の指導もあります。です

ので、その対応はとれているのかなと思います。 

会 長  Ｈ委員。 

Ｈ 委 員  私はママさんバレーで妙正寺体育館を、年に２回、大きな大会がありまして、

非常に使わせていただいているものなので、工事を楽しみにしているんですが、

今でも駐車場が非常に少なくて、皆さん植え込みに突っ込んでとめている状態で

して、今これを見ていましても、緑はアールをつくってきれいに植栽されている

んですが、実際使っていくとなると、入り口のアールのところにみんなが自転車

をごんごん入れていくとか、ちっちゃな子供とかは小さい自転車ですので、高木

の下に突っ込んでとめさせるとか、それが実態となっておりまして、せっかく新

しくつくりかえるのであれば、駐輪帯は駐輪帯でたくさんとって、緑は緑でたく

さんとってというような形で、美しく使い勝手のよい形にエリアをつくっていた

だけるとうれしいなと思います。よろしくお願いいたします。 

みどり公園課長  見にくいかもしれませんが４ページの新規植栽の計画図のところをご覧くださ

い。現在より多く駐輪スペースをとっています。北側エントランスの東側に駐輪

場があります。また、建物の西側の道路側、建物沿いに駐輪場が細長く設置して

ございますので、対策はとられているということでございます。 

環 境 課 長  よろしいでしょうか。今、駐輪のスペースについては申し上げたとおりです

が、限られたスペース、敷地の中で、既存の施設、ご存じのようでございます
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が、かなり老朽化が進んでいて、古いつくりの体育館を敷地を十分活用して、で

きる限り緑を残しながら、新しい時代に即した、自転車でおいでになる方が非常

に多いという実情も踏まえて、施設のほうの設計をしてございますので、今まで

よりは自転車のとめやすさなどはかなり工夫されているものと思います。 

会 長  ほか何かございますか。はい、どうぞ。 

Ｋ 委 員  妙正寺体育館の東側のテニスコートですけれども、真南のところに植林がされ

ていないのは、僕はテニスのことはよくわかりませんけれども、何か理由がある

んですか。特に高齢者、真夏のときに先ほど使用頻度が非常に高いという話があ

りましたけれども。 

みどり公園課長  既存の場所にも、このエリアについては植栽がされてございません。ですの

で、隣家との関係だったのかなというところがございます。今回の計画でもその

部分については植栽がされてございません。恐らく、民家との関係なのかなとい

うところもあるかなというふうなことでございます。 

Ｋ 委 員  よくわかりませんけれども。 

みどり公園課長  南側についてはもう一つ条件がありますね。テニスコートで動き回るときの人

の動きですね、その辺で植栽のほうが設けられると支障になるのではないかと考

えられます。 

 また、日よけについては確かにテニスの運動中、そのような場所でというとこ

ろもございますけれども、この場所についてはなかなか難しいと思ってございま

す。建物、あるいはそれ以外の緑地で休んでいただくところが今後計画の中では

よろしいのかなと思ってございます。全部が全部、木陰と運動施設と全部とるの

がこの計画では難しかったのではないかと思います。 

Ｄ 委 員  緑地保全に対して、区ではどのぐらいの予算を計上しているのでしょうか。 

みどり公園課長  緑地保全に関係しては、指定する保護樹木等の補助金とあります。後ほど概要

はお伝えますが、補助金については4,000万円ぐらい確保しているところです。

そのほかの積み上げについてはまた後ほど報告させてください。 

Ｄ 委 員  何で聞いたかというと、やっぱりＰＲ不足ということがあるんですけれども、

私はＰＲ不足だとは思ってないんですよ。緑地が少なくなるということは、相続

の問題が非常に大きな影響をしているんじゃないかなと思います。 

 それと、屋敷林があるようなところが敷地が非常に大きいということで、もし

その代で亡くなられて、それを維持するということになると相続税がかかってく

る。それの相続税を払うために売らざるを得ないということで、屋敷林なり、あ
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るいは農地などが減ってくるということ。これは相続に対してのいろいろ出てい

ましたけれども、具体的にどういうような形で免税を行う、あるいは減税を行

う、あるいは補助をするということをやっていかないと、緑地が減っていくこと

は歯どめがかからないんじゃないかなと思うんですよね。 

会 長  現在、１番目のテーマの質疑をしていましたので、今の２番目の保全方針のほ

うは少々待ってください。１の話はもうよろしいですか。体育館の話の個別案件

は。ございますか。 

Ｊ 委 員  １番の４ページの図面を見ていただいて、それに関して要望ですけれども、こ

れＡから６まで、ＡＢＣからＬまで振ってありますが、これは平面図でなかなか

素人にはわかりにくいんで、これ側面図で図を示していただいて、その中でその

部分部分についての高木、中木、低木、それから地被類についての部分的な側面

図があれば、よりわかりやすくなるんじゃないかなと思いまして、そういうあれ

がもしできればお願いしたいと思うんですけれども。 

 以上です。 

会 長  これは手続の中でこれ以外に鳥瞰図を提出させているわけですか。 

みどり公園課長  基本的には平面図ですが、わからない部分については先ほどの指摘のとおり、

断面図等を提示してもらってございます。今後資料の作成に当たっては、そうい

う断面図等あれば提示していきたいと考えます。 

環 境 課 長  ただいまの側面図の件でございますが、私ども区役所の中でも、これは区役所

の施設でございますが、民間企業からも届け出をいただく際に、側面図は特段い

ただいていません。原則として平面図で対応してございますので、こちらのほう

にも平面図で出させていただいております。今後何かこういうご報告する際に参

考になるような資料がございましたら、できるだけわかりやすくお示ししたいと

思いますので、工夫していきたいと思います。 

会 長  個別の案件のほうは以上でよろしいでしょうか。いずれにせよ次のテーマと関

係すると思いますが、とりわけこういう公共施設に関しては、環境基本計画の中

でかなり多項目にわたって先駆的に取り組んでいこうという話が記載されており

まして、そういったところが一体どういうふうに配慮されているかというのはぜ

ひ対応していただきたいと思います。 

 みどり公園課長をはじめとする、みどりの担当のところだけが一心に何かやる

というだけではなくて、環境基本計画関係はいろんなところで関係していたはず

でありますので、ぜひお願いします。それから民間に対する最低限の規制という
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レベルでなく、率先垂範のモデルですか、模範となるような観点からもぜひとい

うことがあったと思います。この辺の話というのは結局、次の保全方針の策定に

話が関連していると思いますので、先ほど早速ご意見ございましたけれども、相

続のお話等々にその辺がポイントじゃないかという話もありました。ほかに何か

２番目の保全方針の策定に関して、最近策定したということで、これからモデル

地区で取り組みを展開していくのだという説明ありましたが、関連していかがで

しょうか。 

Ｅ 委 員  ３点ありまして、まず１点目ですけれども、概要版４ページのところで保全地

区が北部と真ん中辺にあるのはわかります。南側は上高井戸１・２丁目１カ所で

すので、まず南側に少ない要因をお伺いします。 

 ２点目、これちょっと概要版とこっちの詳しいほうと両方読んでいたんですけ

れども、中身がよくわかりにくいんで、またここを今後改定される際にご検討い

ただきたいんですけれども、南側の保全地区が少ないというのもあるんですが、

ところどころ空き地があって、いわゆる和田堀公園とか大きな公園があったり、

企業のグラウンドがあったりするんですけれども、そういうのが例えば点線とか

にして、ここが緑地ですよというのを載っけたほうがいいんじゃないかというこ

とで、こっちの本編の16ページを読んだんですけれども、全部文字が入っていて

非常にわかりにくいですね。 

 私も地元で地理感があるんで、言われてみて初めてわかるんですけれども、16

ページと25ページが離れて置いているんで、これ多分、初めて見られた方という

のは、16ページだけ読んでも全くわからないと思うんですね。ここら辺ちょっ

と、例えば下に農業公園と区民公園の違いも書いてあって、終わりとかに目を通

せばわかるんですけれども、ここがビジュアルで見ていて、モデル地区というの

はいかにこれから性格的に大事なんじゃないかというのを、もう少しわかりやす

く伝えていく努力というのはすべきなのかなとは思うんですが、その辺のお考え

を含めてご質問いたします。 

会 長  先ほどご意見出ました相続その他、そもそも財産みたいなことからお願いしま

す。 

みどり公園課長  相続によって貴重な屋敷林や農地が減少する傾向にあるところは、実際のとこ

ろこれに歯どめをかけるのは難しいと思ってございまして、国・都への要望等を

出しているような状況でございます。 

 また、今回この方針をつくることによって、現状を広く区民の方々にわかって
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もらうというところもあります。そして今回の方針をつくるに当たっては、農地

や区民にとってどういうふうなのかというところで、共有の財産であると、ある

いはその喪失に危機感を感じているところも６割、７割の区民が思っているとこ

ろでございます。ですので、それについてはその大切さをＰＲしたい、あるいは

ボランティアの方々等の力をかりたりとか、既存ある制度を組み合わせて使った

りとか、そういうところをしてなるべく残すようにしていきたいと考えてござい

ます。 

 そして、南側に屋敷林・農地が少ない理由というのは、現在残っているところ

がそのような状況で区では南西部と北部に残っています。なので、残していこう

という屋敷林・農地のまとまりが西・北に固まっている状況でございます。 

 そして本編でちょっと資料が見にくいところがありました。私どももこれをつ

くるに当たってはなるべく見やすいようにと考えてございます。このモデル地区

でどんな取り組みができるのかについては、23ページにそれぞれの４つの施策を

こんなふうに組み合わせてやっていこうというのを図表で書いてございます。 

 また、その次の25ページで、こんな展開をというところで、あくまでもこれは

農の風景育成地区をイメージした内容ですけれども、このようなことでそこの既

存にある屋敷林、核となるところ以外の屋敷林もネットワークをつくって、ある

いは町歩き等をしながら、その存在を知ってもらうことを考えながら進めていき

たいと考えてございます。 

Ｅ 委 員  すみません、質問が多分１個抜けているんですけれども、２番目に申し上げた

和田堀公園とか、ほかの大きな公園とか緑地もあるんで、この概要版４ページの

マップがあるんですけれども、そういったところも載せて、それでなおかつ保全

地区がこうありますよという見せ方をしたほうがわかりやすいんじゃないかとい

うのが１点と、今の16ページの話なんですけれども、23ページと24ページを見れ

ば理解はできるんですけれども、確かに16ページから19ページのところが全部文

字になっているんで、先にビジュアルのほうを見せて、それでその解説でこうい

った16ページから19ページの中身を見せたほうがいいのではないかと私は考える

んですけれども、その辺のお考えをお伺いします。 

会 長  既に策定をして発表したものですね。今後について述べたので、参考資料とい

うことでよろしいですか。もう一回つくり直せという意味ですか。 

Ｅ 委 員 改定のときに見直してほしいです。 

会 長  つくったばかりでは当面は改定しないですよね。 
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Ｅ 委 員  二、三年ぐらいは恐らく。 

会 長  そういう率直な区民の感覚をぜひ頭に置いていただくことを、お願いします。 

みどり公園課長  新たに方針、そして計画等を策定する場合には、委員のご指摘を参考に、少し

その辺を工夫してまいりたいと考えてございます。 

Ｌ 委 員  この方針ですけれども、マンパワーを活用するということで、区民が広くいろ

いろな形でかかわっていくのは大変いいことだと思っております。ただこの方針

をつくるに当たって、この保全地区に選ばれた地域の住民とはどのようなやりと

りをしていらっしゃるのか。やはり地域の理解というか、屋敷林の保全について

は落ち葉の問題であるとか、あと農地も春先本当に何もなくなったときのほこり

の問題であるとか、結構地域住民からの苦情によってなくなってしまう木とかも

あるように聞いておりますので、ぜひ地域の理解も得ながら、できればこのマン

パワーのところに地域の方の力を、それからできればこの方針をおつくりになる

ときに地域とのやりとりをしてつくられると、より保全しやすいのではないかと

思いますが、これはつくられるときはそういうようなやりとりはなさったのでし

ょうか。 

みどり公園課長  つくるときに当たっては、所有者の意向等を少し把握してございます。です

が、周辺に対してというところではまだでございます。そのように人の力を借り

てやるというところで、保全をなし得ていくものですので、それについては十

分、現在あるみどりのボランティア、あるいは援農ボランティア等に働きかけ、

なおかつ地域にも入ってそういうお力をかりたいと考えてございます。 

会 長  以前にたしかビデオで、我々が環境基本計画をつくるときに見せていただいた

ような記憶がありますね。緑地保全に関しては杉並区としては非常に積極的に、

市民参加型のプロセスを取り入れているというような記憶がありますが、違いま

したか。 

みどり公園課長  ビデオで提示させていただいたのはみどりのベルトづくりで、区民の方々とで

きるところでプランターボックス等、あるいはみんなで植樹をするという活動を

高円寺で展開しておりますので、そのビデオをご報告した記憶がございます。 

会 長  どなたかいらっしゃいますか。 

Ｍ 委 員  概要版の２ページの保全制度の活用・拡充のところで、協定による制度という

のが入ってございます。これを法律に基づく制度でないかと思うんですが、具体

的にどういうふうにやっていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。 

 それで、この協定に基づくということで、緑地協定ということであると、杉並
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区環境白書の資料編の62ページのところに、緑地協定の内容で助成金が１年間当

たり１㎡20円となっているんですね。これは大規模な開発計画は別として、普通

の屋敷林ですと、例えば1,000㎡というのは300坪ですけれども、1,000㎡で年間

２万円というのは額が少な過ぎるのかなというのが印象としてあるんですが、そ

の辺はいかがでしょう。 

みどり公園課長  まず最初に、緑地保全方針の協定でございます。真ん中辺にある協定のことで

よろしいでしょうか。 

Ｍ 委 員  概要版の２ページの青枠の中の協定です。 

みどり公園課長  こちらについては私有の場所ですので、屋敷林の中に入っていくことは普通の

人はありません。ですから、入ってもいいよというようなことの協定を結ぶと。

そして、そこに入ることによって屋敷林のよさを感じてもらう。ただ、そこに例

えばボランティアの方々が維持管理に少しかかわるとかということができると、

屋敷林のよさも知ってもらえるし、また屋敷林を持っている方々の管理について

も支援できるかなと考えてございます。そのような協定を結んで、自然観察だっ

たりイベント等に対応していけると、そんなことを想定しているものでございま

す。 

 緑地協定の補助の件です。緑地協定については、都市緑地法に基づく緑地協定

でございます。こちらについては、現在、高井戸東にあるパークシティ浜田山と

協定を結んでございます。区域面積が約6.5ha、結構広いところです。これにつ

いては一定の住まわれる方のルールによって、例えば道路部分に緑を持ってこよ

うよということを結びながら、緑を保全し増やしていくという協定内容になって

ございます。 

 額は少ないと言われればそうなのかもしれませんけれども、㎡当たりでとても

大規模な部分に寄りますので、交付の限度額も自治会の方々と、交付額も20万円

が上限と今なっているところでございます。その中でも工夫してやっていただけ

ると、今年はいいんですけれども、現在こちらについては要綱での規定でこのよ

うな額に決まってございます。 

Ｍ 委 員  今のお話ですけれども、概要版の２ページの協定というのは、この都市緑化法

の緑地協定とは別のものだということでよろしいわけですね。 

みどり公園課長  そのとおりでございます。 

Ｍ 委 員  概要版のほうの協定といいますのは、これはそうしますと法律に基づいたもの

ではないという理解でよろしいですか。 
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みどり公園課長  そのとおりでございます。今後いろいろ考えてつくっていく協定と考えてござ

います。 

Ｎ 委 員  今回、緑地保全方針の策定に当たって、こちらを策定するについて、何かフォ

ーラムのような区民参加型なのかどうなのか、どんな形で策定が行われたという

ことをまだ存じませんので、もしできましたらその辺のことをお教えいただきた

いです。 

 あと、今、杉並区全体で取り組んでいる中に、安全なまちというのがあったか

と思うんですけれども、ここのところでいろいろな災害が頻発して、全国で起こ

っていますけれども、そういう際に一時避難場所とか広域避難場所とかというこ

となども随分検討されてきていると思うんですけれども、こちらの農地とか、そ

れから屋敷林の広さというのは、そういうときには活用とかの面からの検討とい

うのは、今回の策定のときにはどのように考えられていらっしゃったのかという

ことで、お話を伺いたいです。その２点です。 

みどり公園課長  策定の経緯については、みどりの基本計画で身近な緑を守るというのがござい

ました。中でも民有のまとまった緑というところで、屋敷林・農地をいかに守る

かです。こちらについては学識経験者、あるいは農業団体の方等を含めて、一つ

は緑地保全懇談会をつくってございます。もう一つは農地の関係ですので、こち

らについても農地活用懇談会をつくって、先生方、あるいは関係する団体の代表

の方にご参加いただいて、議論して、策定に至ってございます。 

会 長  策定プロセスでは専門家の意見は聞いているけれども、いわゆる区民参加プロ

セスは経ていないということですか。例えばパブリックコメントをするとか、区

民説明会をやるとか、そうものはやっていないという説明でよろしいですか。 

みどり公園課長  方針ですので、パブコメは実施してございません。また、区民意見については

これまではみどりの保全に関係するアンケート等をとってございます。また農家

についてもヒアリング、あるいはアンケート等をとって、方針に反映させている

ものでございます。 

会 長  農家は、利害関係の人ですから、ステークホルダーと言います。いわゆる杉並

区で生活をし、楽しみ、憩いを求めている人たちの意見、要するに一般の人を対

象とした区民参加はないのですか。 

みどり公園課長  方針の策定について、一般の方々の意見を求めているというのはないです。こ

れまでの区民アンケートや区民意向調査を参考にしてございます。 

都市計画課長  今回の緑地保全方針の策定につきましては、特に広域避難場所等の意識はござ
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いません。ただ、生産緑地の件についてはこの中で触れてございますけれども、

生産緑地は災害時に、例えば仮設住宅を建てるであるとか、協定をＪＡを通して

各農家の方と結んでおりますので、区としては生産緑地について今後も保全をし

ていきたいということで、今回の保全方針にも入れているところでございます。 

会 長  続きの質問ですか。 

Ｎ 委 員  実は、阿佐谷・高円寺地区というところは、国の災害時の危険度マップを見ま

すとかなり危険度の高いところなのですね。その場所にたまたまこれを見ました

ら、２つですか、阿佐谷北と書いてあるところに赤い丸が２つあるんですけれど

も、そういうところを、ここら辺は広域避難場所もなく、一時避難場所、広くな

いから広域避難場所になれないんだけれども、そういう避難場所は絶対必要だと

いうことで、一時避難場所というのは１つあるんですけれども、そういう地域に

関しては緑は緑で考える、こっちはこっちで考えるではなくて、お互いに協力関

係を持って、杉並区の中のことですので、全体としてやっていただけたらと思い

ます。そのような方向でこれから進んでいっていただきたいと思っております。 

都市計画課長  今のご発言、特に阿佐谷・高円寺、密集をしているということで、非常に災害

時、危険な区域と認識しています。特に南の杉並第一小を中心とした地域につい

ては、学校以外大きなオープンスペースがない状況です。したがって、北の部分

に馬橋の公園のところに避難場所ございますけれども、広域ということではなく

て、広域だともっと南のほうに皆さん避難をいただいているという状況です。 

 区としても企画課が中心でとなりこの地域についてはオープンスペースがあれ

ば当然確保していきたいという姿勢でこれまでも行ってきておりますし、今回も

今努力をしているところです。 

 今一番問題になっておりますのは、杉並第一小を中心とした高円寺・阿佐谷南

の地域につきましては、不燃化特区ということで、なるべく道を広げていきたい

ということで、狭隘道路の拡幅に努めておりますし、建てかえも不燃化をしてい

くことで、燃え広がる速度は大分違いますので、不燃化対策について今、区とし

ても最大限努力をしていきたいと思っております。 

Ｎ 委 員  そういう形で、阿佐谷・高円寺南のほうは努力していただいているというのは

広報等で存じております。北側も南側も人口密集地域でして、北側の人はなお南

の指定避難場所に行くには遠いわけですけれども、そういう部分にたまたまこう

いう屋敷林が２つもあるということなので、そっちの方向でも縦割りじゃなくて

横に協力関係を持ってぜひ。今回のはこのままもう策定されておりますので、緑
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地保全ということでやっていっていらっしゃっていますけれども、次回また何か

あればそういう横とのつながりを持った政策のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

みどり公園課長  これから所有者等の意向を聞きながら、保全について考えていくところでもご

ざいます。屋敷林の大切さ等をわかってもらう中で、先ほど委員のおっしゃった

ような避難場所としての機能等も当然ございます。そういうものについては所有

者との協定等を交わしながら、災害時でも入っていける場所だったりとか、それ

ばかりでなく、ヒートアイランドの木陰の提供等を考えられるように所有者と調

整をしていきたいと考えてございます。 

Ｎ 委 員  あと１つ思い出しました。延焼という場合でも、こういう大きな屋敷林は延焼

防止にもなるんですよね。そんなところからもよろしくお願いします。 

会 長  前回でしたか、大宮の善福寺川の河川改修と、それから緑化と保全との関係

で、環境基本計画と都の事業との関係について、追跡調査をしておくというお話

が区からあったと思いますが、その後の状況はいかがですか。 

環 境 課 長  前回ご指摘をいただきまして、今日ご用意をしてございます。一連の報告が終

わりましたらみどり公園課長から概要をご報告しようと思っていたところです

が、話題になりましたので、今ご報告させていただきます。 

みどり公園課長  私から、前回の環境清掃審議会で質問のありました大宮１・２丁目の善福寺

川、宮下橋付近の和田堀公園内の樹木伐採について、東京都第三建設事務所より

情報を入手しましたので、ご報告いたします。 

 現在行われている善福寺川整備工事、調節池せき改良工事は、平成17年９月の

集中豪雨により浸水被害を受けて行われた河川激甚災害対策特別緊急事業に引き

継いで、平成24年度から行われている工事でございます。 

 善福寺川宮下橋付近については、１時間当たりの降雨量が50ミリを超えたとき

に和田堀公園の野球場を調節池として活用し、善福寺川の流量調整をするための

工事を進めてございます。ご質問のあった野球場と善福寺川の間の樹木について

は、実生で生えた樹木の整理、そして今回の工事の作業場所の確保のため、移植

と伐採が行われました。工事が完了した後にソメイヨシノ高木７本を新植すると

ともに、樹木の下に芝生を植え、明るく見通しに配慮した植栽になるよう計画し

ているとのことです。 

 今後は善福寺川の上流の整備を順次行う予定ですが、工事には周辺の緑等への

影響範囲を少なくする工法等をとるとともに、樹木については原状復旧を基本に
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工事を図っていくという回答がございました。区では今後も必要に応じて事業主

体である東京都第三建設事務所に要望等を行い、区内の緑の保全に努めてまいり

ます。 

会 長  今の報告事項はＰ委員からのお尋ねですよね。お答えがあったようです。よろ

しいですか。 

Ｐ 委 員  関連して聞いてもよろしいですか。 

会 長  どうぞ。 

Ｐ 委 員  せっかく報告があったので関連して。 

 そもそも樹木の下に芝を敷いて、明るくするという話なんですけれども、行っ

てみていただくとわかるんですけれども、暗いというよりはとても木々のトンネ

ルのような状況になっていまして、それがすごく野性味あふれて、とてもいい環

境っちゃ環境なんですよね。だからそこを見られた専門家の方が、むしろこれを

きれいさっぱり切って明るくしたら、この地域の環境にとってどうなんだろうか

という話があるんで、そこら辺でそもそもどうなのかなと思ったりするんですけ

れども。 

 ただ、今日割とこの間の環境清掃審議会のとこに質問した状態からは、幾つか

工事の内容が動いていまして、まず護岸を強めるために、直径１メートル以上に

なるようなくいをばごんと打っていくんですけれども、それを少し補足したと

か、もうちょっとがけよりも内側にやるとか、そういう話があったように聞いて

いたんですけれども、詳しくは私も聞かなかったんで、今日若干聞けるかなと思

ったら報告がなかったんで、あれとか思ったんですけれども。 

 このくいというのが割と樹木とかの関係がありまして、このくいをばこばこ打

つんで、かなり奥まったところの木までどんどん切らなきゃいけないという話に

なっていたのが、それが若干動かしたんですよ。何か細くなったみたいな話もあ

るんで、それをどうだったのかを聞きたかったのと。 

 あとやっぱり今かなりすごい鉄板がぼこんと刺さっているんですけれども、あ

れを下までやるのかどうなのか。がけをふさいじゃっているんですよね。多分こ

の２月にそこから先の工事になるんですけれども、まさにカワセミの巣があると

言われている、特に環境が保護されたがけの下に入っていくんですよね。これど

うするのかというのはかなり深刻な問題で、どこの資料を読んでもカワセミに代

表される和田堀公園と言われているんで、ふさげば間違いなくカワセミはすぐ巣

づくりやめますし、どうするんだろうなと。そこら辺はどう考えているのかなと
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いうか、私もどうしたものなのかなと思うんですけれども、そこら辺は聞いてら

っしゃるのかしら。なるべくあそこのがけはふさがない、だけはせめてふさがな

いという工事というのを、杉並区からも詰めていく必要があるんじゃないのかな

と。そこら辺の意気込みみたいなものも聞かせてもらいたいなと思っています。 

会 長  いかがですか。 

みどり公園課長  護岸のパイル等については、護岸の補強で打ち込むと聞いてございます。です

が、その作業に当たって東京都のほうも区の働きかけによって、例えば伐採する

予定だったものを剪定等で対応して、工事がしやすくなるというか、工事の施工

等を工夫しているというところでございます。 

 そしてまた護岸については、カワセミ等のすんでいるところがあるというのは

聞いてございます。東京都も工夫しながら対応しているのかなと考えてございま

す。 

 今後も区としましては極力原状復旧ということもあわせて、水害対策工事も必

要なことですので、それについて調和のとれるような形で働きかけていきたいと

思ってございます。 

会 長  いずれにせよ、河川、都市洪水の問題も深刻、一方で住宅地の閑静なところの

水辺のあたりをどうやって保全するかというのも大事で、別に遠慮しなくて、両

方が両立する。そのためにいろんな技術が向上したり、人間の工夫ができたりし

ますね。そのため専門家もいらっしゃるし、遠慮することはないと思います。杉

並区の代表者の方々が、遠慮なく伝えて、きちんと両立するような方法をぜひお

願いします。 

今の件に関連しての質問でしょうか。どうぞ。 

Ｇ 委 員  私も和田堀公園の鉄板を打ち込んでいるところを見にいきまして、まるでギロ

チンのようだなという感想を持ちました。 

 それで今、河川のやり方ですけれども、素人でそんなに詳しくはありません

が、前の東京オリンピックのときに下水を早く海に流してしまおうということ

で、川は直線的に早く流すということで、３面張りになり、大きな下水のような

役割を果たしていると思うんですね。でも今、川の治水を含めてグリーンインフ

ラというものが出てきて、コンクリートの力ではなく緑の力で水を治水していこ

うという方法が世界でも日本でもいろいろな川で進められていると思うんです。 

 それで、善福寺川というのは東京都の中でも非常に将来性のあるというか、す

ごく蛇行して、100年前の姿を少しとどめているような川であって、ほかの川に
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比べたらとても川らしい顔をしている川だと思っております。 

 特に和田堀とか善福寺川緑地公園のあたりは、川の両面が緑に囲まれた公園で

あります。こういう好条件のところは東京都ではほかにないと聞いています。ま

た、そこにすんでいる生き物の数も野川公園に比べても善福寺川のほうが多様性

に富んでいるということで、非常に今、善福寺川は東京都の中でも注目されてい

る川です。 

 そんなところで、もっと深く、もっと３面張りを強化しようというような工事

は、今の時代にそぐわない、前の時代の工法をそのまま踏襲しているような気が

して、とても残念に思っているんです。もしこれから間に合うんであれば、公園

と一体化した川づくり。３面張りではなく、緑の傾斜をもっとなだらかにして、

川と公園が一体化して、そして洪水のときにも対応できる川づくりというのを目

指して、第三建築事務所にぜひ杉並区のほうから申し入れをして、自然岸を目指

していただきたいというのが希望です。 

会 長  今はまさにこういうコンクリートですね。矢板にかえる。 

Ｇ 委 員  矢板で。もっと深くしようとしているので。 

会 長  あと遊水池をつくるというのですか。遊水池を野球場の下につくり、それを使

えるようにしようということですか。 

みどり公園課長  調節池です。 

会 長  今は全般にわたった話だから、個々には皆さん、杉並に対する思い入れは強い

わけですから、言い出したら幾らでもたくさん出てくると思うので、それをどう

やって行政は行政として具体化していくか。行政だけではできなくて、区民に何

を役割分担してもらうか、こういう根本的な問題に最後は行き着くと思います。 

Ｃ 委 員  先ほど他の委員もおっしゃっていたんですが、私も前回の審議会の後、そちら

のほうに伺ったんですけれども、ちょうどそのときすごい暑い日だったんです

ね。その日でも木陰に入ると温度が完全に違うというのがよくわかるような。こ

こ、どういうふうにと工事現場を見ますと、前に工事した側面がこけむして、や

っと川が本当に自然の川みたいになっているのに、それをまた深く。それは冠水

とかいろんな問題があるんだと思いますけれども、そのとき初めて私、３面張り

にする工事なんだというのがわかったんですけれども、私自身が10年ぐらい前に

３面張りはもう古い工法で、その工法というのはもう、それを聞いていたのが10

年前だから、３面張りで工事をしているというのはえっというふうに思ったんで

すね。 
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 そこら辺、専門家じゃありませんけれども、これは区の仕事ではないですけれ

ども、区のほうとしてはこの辺、前回の審議会でみどりの基本計画の関連です。

そこはいろいろとご意見があったと思うんですけれども、あのままあの工事が進

む。少しは今の説明で変わって対応しているところもありますけれども、基本的

にちょっとえっという感じもしたものですから、３面張りの工事で今でもすると

いうことについて、区とかそういう専門家の方、どういうふうに思ってらっしゃ

るのかなと思いました。 

会 長  だんだん話が深くなりますが、河川関係の専門家にも来ていただいて、図面で

も説明もらわないとなかなか大変な状況ではありますが、わかりますか。 

環 境 課 長  環境清掃審議会でございますので、どこまで技術的なお話をして、またここで

いただいた意見がどういうふうに東京都のほうに申し上げたらいいかというのは

悩ましいところですが、先ほどみどり公園課長からも申し上げましたとおり、ま

ずは今回の工事につきましては、降雨量が50ミリ対応という、これも数字が最初

に出てきていますが、私が聞き及んでいるところでは、今、善福寺川は30ミリ対

応ということで川ができているわけですけれども、現在のままでは集中豪雨が発

生した場合に水があふれてしまう状況が現実に発生をしているわけでございま

す。それをいかに回避するかということで、東京都あるいは杉並区もかかわっ

て、下流のほうから順番に流量を増やすような工事を実施しているところでござ

います。 

 したがいまして、やはり区民の皆様の生活の安全・安心を確保するために河川

を改修しているところを、現在の技術の中で、あるいは限られた都市河川の敷地

の中で、どういうふうに降った雨を流すかというような、これは現時点での一番

できる工法を採用しているのではないかと思います。 

 そういう工法を一方でしながら、できるだけ緑や生き物に配慮をして、善福寺

川を守っていこうというのは、区役所もそういう姿勢で現在も臨んでおります

し、今後も臨んでまいります。今日いただいたご意見は機会がございましたら、

第三建設事務所などのほうにもお伝えをしますし、おおむね今日いただいたご意

見は、区としても今までも第三建設事務所とは意見交換をしていると聞いており

ますけれども、改めてお話がございましたので、お伝えはしたいと思います。 

会 長  ありがとうございました。 

Ｐ 委 員  本当に、Ｇ委員にも都市環境委員会へ来てしゃべってもらいたいぐらいなんで

すけれども、要はまさにそういう緑を守るという観点から、なかなか区役所が積
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極的に東京都に働きかける場面がなかったがゆえに、今日この場があったかなと

か思うんですよね。いや本当、ここから先は都市環境委員会でやれと言いたくな

りますけれども、そこでも報告がないので、緑を、あそこの和田堀公園を守るた

めにといったときに、私なんか思いますけれども、でかい10ｍ以上の木を伐採し

ていくがゆえに、10ｍ、20ｍのクレーンが必要になって、そうすると足場が必要

になって、また川幅を広げて、がけを崩してとか、そういうふうになっていっち

ゃうので。 

 私は水害対策を議会で求めていたりとか、もっと早くやれという立場にありま

すけれども、河川改修については賛成の立場ですけれども、それでも例えば会長

もおっしゃったように、いろんな工法というのは研究されてきていて、それから

あれだけの重機を使わなくても、もっと小さい重機でこつこつとやっていく作業

はできるんじゃないかとか。 

 それから、あそこは正直、民家が一部にしかないわけですよ。物すごい大胆な

ことを言えば、あそこの河川をそのままにして、その民家を守るような、本当に

ごく一部の民家ですけれども、そこを守ることのほうがよほど金が少なくて済む

んじゃないかとか、あらゆる可能性を、環境清掃審議会といっても部長もいらっ

しゃいますし、今マイクを持たれていましたけれども、やっぱりあらゆる可能性

を緑を守るために、東京都、杉並区を代表する緑地帯ですから、もう知恵を出し

尽くして積極的に。先ほど課長もそういう機会がありましたらと言いましたけれ

ども、機会はこっちからつくっていかないといけないなということを言わせてい

ただけたらなと。 

環 境 部 長  Ｐ委員から今お話があったとおりでございますけれども、区のほうではもちろ

んこの場では環境審議会ということで、環境の視点から区の中の緑をどう守って

いくかという視点でご議論をいただいております。一方で水害対策についてはも

う喫緊の課題として、区議会を含めて区民の方から強いご要望を、実際に水害に

遭われている方々から日々受け取っているところでございます。 

 こうした中でのバランスをどうとっていくかということになっていくわけです

けれども、私たち行政機関では、東京の行政は東京都と区市町村とそれぞれ役割

を担ってやっているところでございます。東京都は東京都で決して都内の緑をお

ろそかにして、都立公園の中の緑をおろそかにしていいなどとは考えているとは

私は到底思いません。そうした限られた中で、東京都は東京都なりに頑張って、

水害対策と緑のバランスをとっていると考えているところでございます。 
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 ただ、この場で東京都の工法について専門知識がないものですから、具体的に

この工法について東京都にかわってきちんとご説明することができないという点

については、十分所管も含めて反省すべきことだとは思いますけれども、決して

東京都が前提として何か緑をおろそかにして水害対策をやっているというふうに

思うのは、この場に東京都の担当がおりませんので、かわって申し上げれば、そ

ういうことは決してないだろうと信じたいと思っていますし、区は必要があれば

東京都にきちんと伝えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

会 長  どうもありがとうございました。そろそろ次の報告に移りますがよろしいです

か。 

みどり公園課長  先ほど緑の保全に関係する予算がどれくらいかというお話がございました。そ

の年によって増減等ございますけれども、大体１億円ぐらいの予算があります。 

会 長  緑の件に関しては、これまでも、昨年度にたしか他の委員から、一度きちんと

審議会として系統的に議論したほうがいいのではないかという話もありました

し、それから個別の案件も今までもたくさんのケースケースの緑化計画に関する

議論は大分やりました。それから基金の問題がありましたよね。基金がだんだん

減っており、基金を一体どう運用するかという話があった。いろんな懸案事項が

昨年度から残っています。今日の問題もずっとやっているとエンドレスになって

しまいますので、課題として少し頭に入れて、一度個別案件というよりも系統的

な議論をしたほうがいいのではないかという気がします。 

 すみません、まだいろいろとご意見あるでしょうけれども、次にさせていただ

けませんでしょうか。 

 次に、環境情報館と白書についてご説明をお願いします。 

環 境 課 長  では、環境課から２点につきましてご報告させていただきます。 

 資料をご覧いただきたいと思います。まず、すぎなみ環境情報館の移転につい

てでございます。こちらはこれまであんさんぶる荻窪の中にございましたすぎな

み環境情報館を、昨年12月19日で高井戸に移転をいたしましたので、ご報告いた

します。 

 まず移転先でございますが、高井戸東３－７－４。こちら高井戸駅の近所でご

ざいます。後ほどパンフレットでご説明申し上げます。 

 名称につきましては、今度の移転に伴いまして環境活動の充実を図る総合的な

拠点にするというようなことから、「環境活動推進センター」と名前を改めさせ
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ていただきました。 

 開館時間等につきましては午前９時から５時まで、休館日については年末年始

などでございます。 

 運営方法につきましては、これまでの環境情報館と同様に、すぎなみ環境ネッ

トワークに委託をして既に業務を開始してございます。 

 施設の中身でございますが、屋上も含めまして５階建てのビルでございますけ

れども、１・２階はこれまで実施をしてまいりました、いわゆるリサイクル・リ

ユースの事業を引き続き実施をしてございまして、３・４階で環境活動推進セン

ターを開始してございます。 

 事業内容でございますけれども、環境情報館と同様の事業を展開するというこ

と。それから資料などを充実してまいります予定の近隣の清掃工場との連携も今

後図っていく予定でございます。 

 ここでは、今日机上でお配りしました推進センターのパンフレットをご覧いた

だきたいと思います。ちょっと折り込んでございますが、広げていただきまし

て、活動推進センターの大きな字の書いてある面ですが、中ほどに地図が入って

ございます。高井戸駅から２分ほどのところの区民センターの手前に位置するビ

ルの中に入ってございます。 

 それから、その裏側に実施をする事業などでございますが、講座、それから学

校の支援、貸し出しの備品をご用意してございます。 

 それから、フロアの配置図もお配りいたしました。フロアのほうは先ほども申

し上げましたとおり、１・２階がリサイクルひろば高井戸ということで、リサイ

クル・リユースの品物を販売してございます。３階・４階が活動推進センター

で、展示スペース、講座室、集会ができるスペースなどをご用意しているところ

です。 

 環境活動推進センターについては以上でございます。 

 それから、２点目です。杉並区環境白書の発行についてご報告をいたします。 

 平成26年度の杉並区環境白書を作成いたしまして、既にお送りをいたしている

ところですが、まずＡ４の資料をご覧いただきたいと思います。 

 白書につきましては、環境基本条例に基づきまして毎年発行しているものでご

ざいまして、毎年度の取り組みや統計数字などをまとめて、本編と資料編で作成

をしております。本編は第１章から第３章の構成になっていまして、主な施策の

検証や基本的な方向性などを記載してあります。また資料編につきましては、各
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種の統計数値などを掲載しているところです。 

 こちらを閲覧していただける場所といたしましては、区政資料室、あるいは区

立図書館などで区民にご覧いただけるようになっておりますし、またインターネ

ット上で区公式ホームページでも全てを見ていただけるようになってございま

す。 

 それでは、白書の本体を簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 

 白書の本編をご覧いただきたいと思います。白書につきましては、はじめにか

ら目次がございますが、第１章といたしまして主な施策の検証と今後の基本的方

向ということで、主な区の環境施策について記載してございますが、２ページ、

３ページでは環境基本計画や、その上位計画の総合計画、実行計画、あるいは基

本構想などの関係を図示してございます。 

 そして、４ページからは主な施策が記載してございますけれども、まず最初に

再生可能エネルギーに関連して、エネルギービジョンを作成したり、再生可能エ

ネルギーなどの普及・促進などをしていることが記載してございます。 

 おめくりいただきまして、７ページからはごみの減量、資源化の推進などを記

載してございます。ごみの排出量が515ｇということで、23区最少になった件

や、昨年作成をいたしましたスマートフォンの新しいアプリケーションをご紹介

しております。 

 それから、少しおめくりいただきまして、12ページからは自然環境と人の営み

の共存について書いてございます。こちらは主に緑に関する事業ですが、13ペー

ジから先ほども少し話題になりましたが、緑のベルトづくりや屋敷林・農地の保

全などの状況を記載してございます。 

 また、14ページでは大型の公園の整備予定ということで、（仮称）荻外荘公

園、あるいは下高井戸公園のことを記載してございます。 

 そして、16ページでは環境に関するさまざまな取り組みについてですが、中学

生環境サミットや、後半では生活環境の改善などの公害や環境美化について触れ

てございます。 

 そして、19ページからは第２章です。昨年度策定をいたしました環境基本計画

の概要として、基本目標や主な施策、それから事業体系で95事業を一覧表にした

上で、この95事業に関して23ページ以降となりますが、達成状況を記載してござ

います。少し細かいので、一つ一つのご説明は省かせていただきますけれども、

ご覧いただければと思います。 
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 第３章ですが、少し後ろのほうになりますが、区を取り巻く環境の実態という

ことで、主な温暖化とか清掃事業などの実績数値を表やグラフを織り込みまして

見やすく掲載させていただいてございます。 

 それから、別冊でございますが、資料編を黄色い表紙で作成させていただきま

した。こちらはまさしく資料編でございまして、温暖化の対策や清掃など、それ

ぞれの分野にかかわる数値などを表や図などを使いましてご覧いただけるように

なってございます。中身につきましては後ほどご覧いただければと思います。 

 環境白書につきましての私からのご説明は以上でございます。 

会 長  今の環境情報館についての報告に関して何か質疑はありますか。 

Ｇ 委 員  あんさんぶる荻窪にあった環境情報館では大変お世話になっていました。個人

的にはすぎなみシェアリングネイチャーの会という会とか、あとすぎなみほたる

の学校、それから環境学習サポーターとしてあそこを大変利用しておりました。

今度12月19日に高井戸のほうに引っ越しをしてしまいまして、もう遠いから行く

のはやめようかなと思っているんですけれども、あんさんぶるをつくるときにた

しか区民の意見を取り入れて、環境情報館も時間をかけて、せっかくつくったの

にこんなことで追い出されてしまうのは大変不服に思っているんですけれども、

今後清掃工場との連携というのは、例えばどんな連携をとるということなんでし

ょうか。 

 あと、今までリサイクルセンターとして全館使っていたところを一部を使うと

いうことなので、大変手狭で、あと開館の時間も夜10時まで会議ができていたの

に５時で閉館ということで、場合によっては延長もありということですけれど

も、使う側としては大変使いにくいなというのが感想です。今後もっといい状況

になる見通しがあるのかどうか、お聞きしたいです。 

環 境 課 長  環境団体の皆様には、昨年度来、いろいろご意見をお伺いし、また私どももご

説明に伺って、今回の移転に至ったわけでございます。荻窪での活動が今までの

主な拠点ということでやっていらっしゃったことは十分お聞きしてきて、いろん

なご意見も承りました。一方で私ども施設の有効利用ということで、この環境情

報館に限らず、さまざまな施設を今後見直しをするということで、施設再編整備

計画もつくったところでございますので、環境団体の皆様にはこれまでご説明し

てきたところでございます。 

 その中で工場の連携というお話が今ございましたが、杉並清掃工場も今ちょう

ど解体が終わりまして、これから建設が始まります。施設内には資料室や資料コ
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ーナーがつくられる予定でございます。そこではごみ戦争などの経験も踏まえ

て、ごみあるいは環境を踏まえた資料を多数用意をして、区民向けに公開をされ

る予定と聞いておりますので、そういうようなところを環境活動推進センターの

事業ともうまく連携をして使えるのではないかということで考えてございます。 

 既に清掃工場の建設部門とはどのような連携ができるかというのは打ち合わせ

を始めてございますので、今後具体的なものは詰めていきながら、環境団体の皆

様にもご報告して進めていきたいと思っています。 

 それから、新しいセンターが手狭というところ、それから開館時間が短いとい

うご指摘もございました。限られたスペースと、ご利用者の状況がなかなか見え

ない中で、今回こういう形でとらせていただきましたので、できる限り有効に使

えるように、今後も利用状況なども見ながら、環境団体の皆さんとも十分意見交

換をし、改善できるところは改善をしていきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

会 長  よろしいですか。ほかにいかがでしょう。 

副 会 長  今の環境情報館ですか、これのお話と、それから一部環境白書、もしくはごみ

の廃棄物処理基本計画の資料を拝見して思ったことを申し述べます。 

 まず、私は今日ここへ来るまでに、舛添知事が嫌いな人もいるし、好きな人も

いらっしゃるかもしれないけれども、が打ち出された長期ビジョンがあるという

のを見て、ホームページ見ながら来たんですけれども、やはり2020年、東京オリ

ンピック・パラリンピックのときには世界からお客さんがどんと来られるわけで

すね。長期ビジョンの中、それそのものもそういうことを目的にしてつくられ

た。 

 ところで、杉並区の売りは長期ビジョンとして何なのか、あるいはグローバル

な視点から見て何なのかということをずっと考えていて、この資料を拝見して、

なかなかよくやっていらっしゃるなと思いました。 

 今、課長さんがおっしゃったように、東京ごみ戦争から始まり、内陸部には杉

並区のごみが江東区の有明に持ち出され、夢の島に持ち出され、非常に大きな問

題があった歴史があって、この間、この中でも今この資料を拝見しますと、１人

515ｇですか、リサイクル率が28.4％、この23区の中で最高。これは私はやっぱ

り世界に示せるんじゃないかと思いましたので、今まさしくおっしゃった環境情

報館、もしくは高井戸のごみ焼却場にぜひそういう海外向けにもＰＲできる。つ

まり英文バージョン、英文だけじゃないのかもしれないし、これからの社会は恐
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らく日本語でもそのまま何らかの形で各国バージョンにかえられるという話もあ

りますので、どこまでするのがいいかよくわからないんですけれども、やはりぜ

ひグローバルにＰＲできる場があるといいなとちょっと思いました。 

 それから個人的ですけれども、今、私はマレーシアとインドネシアの、あの

国、両国ともものすごい勢いでごみが増加しています。ごみはご存じのとおり、

燃やすお金がないので、オープンダンプなんですね。衛生処理で上に土かけたり

する努力はしているんですけれども、これは続かない。なので、いかにリサイク

ルするかを伝えることが非常に重要かなと思って、私はそれも研究の課題の一つ

だし、マレーシアの学生さん、あるいはインドネシアの学生さんも非常に関心を

持ってくれる可能性があるので、またぜひ杉並区にそういう学生さんを連れてき

て勉強してもらいたいと思っています。ぜひグローバル化にＰＲできるという視

点で検討していただければと思っていますので、よろしくお願いします。 

会 長  今の後段の話、特にオリンピック・パラリンピック絡みの話は、環境情報館だ

けの問題というよりも、それで一つの課題ぐらいのはずですよね。先に環境情報

館の話を行ってから、その話は後にしていいですか。 

副 会 長  結構ですよ。 

会 長  環境情報館の話で。 

副 会 長  環境情報館もそういう情報を伝える場所でもあるなと思って、ぜひうまく使っ

ていただければ。 

会 長  発信の場所でもあると。 

副 会 長  そうです。そういうことをお願いしたい。 

会 長  駅のそばにあるというのは一つの利点ですが、清掃工場はいろんな区の環境問

題のある種の集約の拠点でもあるので、上手に工場を使うのは、私はむしろ発展

性を何とか工夫できないかなと思います。 

 それから、清掃工場というのは工場内に空間があります。その気になれば会議

室とか、少々広目の二、三百人入るような部屋とか。何も見学に来る人だけのた

めの空間にしないで、環境教育、教育活動の拠点にするとか、いろんな考え方と

いうのはとれるのではないかなと思いますね。それはぜひむしろ関係の方の中で

よく議論していただきたいものですね。 

ごみ減量対策課長  今の清掃工場についてのお話ですけれども、海外に発信するやり方等も今後い

ろいろと検討していければと思っておりますし、あと現に今、清掃工場は、一部

事務組合で運営しておりますけれども、一部事務組合のほうでもご存じかと思い
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ますけれども、海外とのいろんな協力を行っている中で、マレーシアなどともい

ろいろとやっております。そういったところもありますので、ぜひ一部事務組合

のほうにそういったことにつきましては、視察じゃないですけれども、学生さん

連れていらっしゃるとかございましたら、お伝えいただければと思っておりま

す。 

会 長  どうぞ。 

Ｇ 委 員  ぜひ清掃工場の中に資料室だけじゃなくて、日ごろ使えるような、環境団体が

使えるようなお部屋とかいろいろ侵食して使えるように、交渉をよろしくお願い

します。 

Ｈ 委 員  すみません、ついでに乗っかって、清掃工場だからといって、ごみの３Ｒの話

を乗せるだけでなくて、例えば環境白書を網羅するような、省エネとか、ＣＯ２

削減とか、緑化とか。子供たちが杉並の環境がどんなふうにいろんなことをやっ

ているということをわかるだけでなく、大人もわかる、総合環境情報スペースで

あり、環境白書のＰＲコーナーでもあり。なおかつもしできますれば、環境白書

を読んだ人が区民としてこういうことができるよということがわかったりとか、

こういうことをしているよということを発表できるような、そういうすてきなコ

ーナーになるといいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

ごみ減量対策課長  今のご意見ですけれども、もちろん私はごみ減量対策課で、３Ｒについては進

めていかなければと思っております。 

 当然、清掃工場見学で小学校からもやっぱり来てくれるかと思いますので、展

示室以外にもいろんな情報コーナー等が設けられるかと思いますので、そういっ

たところで区の３Ｒの進め方ですとか、その効果とか、そういったものがあらわ

せたらいいかなと思っております。 

 また、区で行っております３Ｒの推進につきましては、いろいろな機会を捉え

てやっていきたいと思っておりますので、ご意見を頂戴したいと思います。 

 以上です。 

Ｐ 委 員  荻窪から比較的杉並の真ん中辺に位置するところから、かなり偏った地域に移

動することになるんですね。環境活動推進センターって、移動する際に議会でも

話題になったのは利用率と。どれだけこの部屋が使われているかというのが一つ

の基準になってしまってきていたような気がするんですよね。でもやっぱり環境

団体の方々といっても、そんなに毎日毎日会議しているわけじゃないんで、利用

率だけで、部屋の回転数だけで見るのは、いかにもこれは基準としてはおかしい
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なと私は思っていまして、さらに活動しにくい場所に移動したものですから、今

後はっきり言って環境活動推進センターの中の環境情報館自体は、利用率が悪け

ればその後廃止という可能性もあるやに聞いているというか、危惧の声が上がっ

ています。 

 その際には、単に部屋が動いたかどうか見るんではなくて、その内容ですよ

ね。環境情報館を通して、すごい環境団体の人たち、別にお金をもらってやって

いるわけじゃないんですよね。本当に杉並の自然環境が好きで、これをもっと発

展させるにはどうしたらいいかと思う、お金を受け取るわけでもなく。そういう

人たちが集まりやすい、あるいは話してもらえるようなきっかけづくりとかを、

積極的に区としてつくっていただいて、回転率が悪いからなくそうということの

既成事実を見つけるために追いやったみたいなことが区民から言われないよう

に、ぜひ頑張っていただきたいなと。意見です。 

環 境 部 長  今、Ｐ委員のほうから発言があった中で、きちっと申し上げておかないといけ

ないことがありますのでお話しさせてください。 

 今回、環境情報館は、高井戸で「環境活動推進センター」としてリニューアル

してオープンしたわけですが、廃止ということは全く計画に入っておりませんの

で、誤解がないようにしていただきたいと存じます。そういう文言は一言も入っ

ておりませんのでご留意いただきたいと思っております。 

 それと、先ほど来申し上げています清掃工場の中の資料室。Ｊ委員が今日ご出

席いただいておりますが、正用記念財団が力強く応援してくださって、新清掃工

場の中につくられるようになったという経緯がございます。 

 私ども、この環境活動推進センターと清掃工場の中にできる資料室とタイアッ

プして、区外から訪れる環境活動で、環境学習で訪れる方々が十分、杉並の地域

で起こったごみ戦争以来の環境の活動の歴史であるとか、現在抱えている課題で

あるといったものが総合的に学習できる地域、空間にしていきたいと思っており

ますので、これからになりますけれども、どうぞご期待いただければと思ってお

ります。 

会 長  ぜひ期待していきたいと思います。１分間だけ話をさせてください。 

 私、今、ＪＩＣＡの関係で中国のごみ問題に関する支援事業というのをずっと

やってきて、今月で政策提言して終わるんですけど、いろんな課題がある中の一

つが、中国でも焼却工場というものが迷惑施設で、もうつくるところがないとい

うことで、それが話題になっています。最近の不動産ブームの中で、焼却工場が
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できると不動産価格、マンションの価格が下がるということで、環境問題である

一方、財産問題としてすごく嫌われていますね。 

 広州市で2,000ｔ炉という、とてつもなく大きい工場ができていますが、半径

600ｍの住宅を全部買い上げて移転させました。移転させたというのは、地価の

補償です。異常な事態です。昨年11月、日本に研修で来てもらって、一体日本は

どうしたのかという歴史を勉強したことがあります。東京のごみ戦争から始まっ

て、杉並の問題、三鷹、武蔵野の問題など、いろんなごみ戦争がありますね。 

 今回、武蔵野の工場見学に行きましたが、その他、目黒の工場なども含めて、

何で日本では住宅地の真ん中に清掃工場ができるんですかと質問がありました。

地価が下がらないのですか？。そこのマンションの価格はどんどん下がっている

のではないのですか？。こういう質問がありまして、そんなことないと申し上げ

た。しっかりそこのところはシビアに、住民もシビアに、行政もシビアに、監視

もしっかりする。工場に未分別のごみを搬入するのではなくて、分別もみんなし

っかりする。こういう話を一生懸命やって、ぜひ杉並には機会ができたら行って

くださいねと言ったばかりです。 

 市役所の隣の武蔵野の清掃工場ができたとき大紛争があったのをよく知ってい

ますけれども、そういったところに両立をできるということ自体を、これから内

外にきちんと発信していくということがものすごく大事だと私は思います。 

 確かに利便性は問題かもしれないけれども、ある面では環境フォーラムをつく

るときのプログラムのアイデアが、創造性が広がったというぐらいに捉えたらい

いと思います。 

Ｐ 委 員  何か白書の中の一部資料について、保護樹林の数ですけれども、何ページだっ

たのかな、こっちの。数というか、保護樹林についてなんですけれども、いや、

私の友人で二、三本保護樹林を有している家があったんですけれども、数年に１

回数百万円、200万円とか言っていたかな、剪定でかかっちゃうんですよね。要

は隣接している家に迷惑がかかっちゃうんで、やっぱり２年か３年に一回は切ら

なきゃいけないといって。これがすさまじい金がかかると私も気づいて、まんま

と数年のうちにその家は家ごとなくなっちゃったんですけれども、やっぱり隣接

しているところの保護樹林の剪定というものについては、一定何とかしないと、

これは一般の家庭が持てるわけがないなと思っていまして。 

 いや、そのためにも本当に保護樹林のあり方については、かなり区民との間の

コンセンサスが要ると思うんですよね。やっぱり１本につき数万円例えば出した
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りして、例えば５万円出したとして、年間８億円かかっちゃうわけですよね。保

護樹林に例えば20万円出すとして、20億円ぐらいかかりますから、占めて２億円

ぐらいかかるのか、20万円ぐらい出すと。そうすると10億円ぐらいかかっちゃう

んですけれども、この10億円というのを１年に１回ですけれども、出したとし

て、保護樹林、保護樹木を守ろうとすると数億円はかかる事業になると。 

 ただ、区民の中に保護樹木を守ってもらいたいという、民家にある屋敷林とか

だけじゃなくて、多分そろそろ高まっているんじゃないかなと思って。やっぱり

区民との大きなコンセンサスを得ていく必要があるんじゃないかなという気はし

ています。意見です。 

会 長  ありがとうございます。ほかいかがですか。ありませんか。 

Ｏ 委 員  今、保護樹木の区からの支給の金額のほうで打ってましたけれども、たしか１

本8,000円とか１万円ぐらいで、20万円という金額は余りにも大き過ぎる金額じ

ゃないかなと思っていますけれども。それからあと、今、委員がおっしゃってい

ましたけれども、確かに保護樹木がありますと、例えば隣にマンションがありま

すと、マンションのほうに枝を切ってもすぐ伸びますので、それを高いところの

木を剪定するというのは、助成金をもらっている金額だけでは到底できない、維

持管理できないというのが現実だなと思っています。もしそうであるながらば、

お金ではなくて作業として何か支給していただけると、所有者としては助かるん

じゃないかなと思います。 

 以上です。 

副 会 長  今の保存樹木ですか、それにも関連するし、必ずしも保存樹木じゃなくて、宅

地内緑地をどう残すか。要するに緑被率がどんどん減っていますから、どんどん

といっても量的に恐らくいろんな資料を拝見すると大体100ha弱減っているとい

うことですから、パーセンテージでいうと２％から３％。それが戻れば杉並区が

練馬区と同じぐらいのレベルになって、23区と同じになると私は読んだんですけ

れども。だから極めて重要な施策だと思います。 

 そしてここから先は、先ほどみどり公園課長ですか、追いまくられて、返答に

窮する場面がたくさんあったんで、ちょっと助け船を出したいと思います。 

 私、実は前身はＵＲという再生機構の職員だったんですね、15年前までは。25

年間、開発に携わり、開発行政を大分勉強しました。緑に関して一番私なりに、

今のようなこれに関してですけれども、先進事例は当時は横浜市と札幌市と大宮

市だったんですね。大宮市は現在のさいたま市。 
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 これは何をやっていたかというと、今のような樹木があったり、あるいは優秀

な宅地内緑地、マンションの緑地でもいいんですけれども、そういったものに対

して、そこの所有者がこれは残しますよという約束をすると、固定資産税を一回

集めてもう一度戻すんですね。そういう措置をとっているんですね。それはかな

りのメリットがあって、一つのマンションに100万円ぐらいのお金が戻ってくる

んですね。ただしマンションの場合、たしか緑地の面積だけだったと思います。 

 それに関連して思ったことは、この保全方針の中の、前開いたところに税制度

改革の要請というのがありますよね。相続税、固定資産税等の税負担の軽減は大

きな課題。これはこのとおり。先ほど冒頭、これに対する問題提起がありました

けれども、私もこのとおりだと思う。だけど、相続税は多分国税ですよね。なの

で、今、財務省は相続税は厳しく、要するに財源を取るために相続税を非常に見

直そうとされているので、これは要請されてもなかなか変わるものではないと私

は思います。これは一杉並区が頑張ったところでどうにもならない。だけど、固

定資産税は東京都の財源ですか。 

環 境 部 長  固定資産税自体は市町村民税で間違いございません。東京都特別区の場合は、

23区、その調整三税の一つと言われていまして、特別区財政交付金の財源となっ

て、東京都、都税事務所で徴税しています。 

副 会 長  ああ、そうですか。勝手に使えない。横浜市は一回どうしても軽減はできない

ということだったらしいんですよ。固定資産税の減免なりはできないけれども、

集めてからリターンするという、ある特別な条件。そういうのができるといいな

と思いましたけれども。この辺はいかがでしょうか。これはオール23区の話で調

整できるのでしょうか。 

環 境 部 長  固定資産税に関しては、都市計画税も含めて、調整三税で東京都が一括して取

って、23区エリアの行政の役割分担の割合に応じて、東京都と23区で分けて配分

し合っていると。 

副 会 長  その分け与えられたもののある部分を、特定の条件がある今の地権者に多分横

浜市はリターンしていますよね。 

環 境 部 長  さらに23区で行政の需要に応じて配分しているという複雑な制度をとっている

中での財源でございまして、１つの区、もしくは23区だけで考えて方策をとると

いうわけにもいかない、東京都との関係もある、法定された配分の決まっている

ものでございます。 

Ｉ 委 員  実は先ほどお話ししようかなと思っていたんですけれども、昨年の国会で都市
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農業基本法というのが審議される予定だったんですね。そこは税制まで踏み込む

というふうに聞いておりました。ただ解散総選挙ということで、審議事項から流

れてしまったということがありますが、今年の国会では諮られるということで聞

いております。 

 そうすると、今まで農業に関する法律というのは画一的で、地方も、東京都と

いうか、都市部も一緒だったんですけれども、これは都市農業というのはまた別

な多面的機能を含めて特殊な存在であるということで、都市農業については別途

審議いただくことになっておりますので、国税のほうも恐らく影響というか、い

いほうの影響が期待できるのかなと思っています。 

 私も先ほどの固定資産税のお話もあったんですけれども、実は別な杉並区さん

の会合の中で、樹木に対する補助というのよりは、固定資産税の軽減のほうを望

んでいる方が多いだろうというお話をしました。というのは、補助が出るとそれ

はやっぱり税金の対象なんですね。固定資産税の軽減。恐らく自宅のほうの、自

己所有地の屋敷林。これは固定資産地自体は経費で落ちない部分にある木ですか

ら、それが固定資産税が軽減されることが一番効果が大きい。ですから何とかそ

れを働きかけてもらえないかというお話もしたことがあるので、後でバックし

て、またそれに税金がかかると余り意味がないので、私は軽減というのが一番効

果的だと思います。 

会 長  いかがでしょうか。 

Ｅ 委 員  この白書に関しては自分自身が自戒も込めた点で１点申し上げたいと思いま

す。 

 今回の白書は非常にわかりやすく、よくまとまっているもので、数字目標とか

極めてわかりやすいんですけれども、逆にこれ、自分自身も非常に反省している

面ではあるんですけれども、環境基本計画の各項目と各取り組みを見ながらでな

いと、確かに自分でも見ながら少しわかりにくいなというのがあって、これはあ

る一つのアクションをすると、玉突きのようにほかに効果が来てしまうというの

があって、こういう公の場でいろいろ物を考えるって、意義は大きいんですけれ

ども、その反面、やっぱりいろいろ難しさを感じるなというのが１点あります。 

 これ前回の当時の議論とかもあったんですけれども、２の区民の健康と生活環

境を守るまちづくりのところで、やや数字のほうに偏っちゃう、当時の議論の経

緯とかもあったかと思うんですけれども、基本的な方針としてはこれはいいとは

思うんですけれども、もう少し全体の大所高所を見ながらという、この辺のバラ
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ンスの重要性といったものを、これを見させていただいて感じた次第ではありま

す。 

会 長  よろしいですか。報告事項としては今の環境情報館と白書ということで、今日

のスケジュールは終わりですが、今の白書のまとめ方について何かございます

か。 

環 境 課 長  白書につきましては、環境基本計画の状況を報告するための白書でございます

ので、今日もご意見いただきましたので、これは毎年つくるものですので、また

次の作成のときには工夫をしていきたいと思います。 

会 長  それでは、報告事項としては以上ということで終了したいと思いますけれど

も、残された時間は余りありませんが、事務局のほうで何かこの際連絡事項ござ

いますか。 

環 境 課 長  特にはございません。 

会 長  では、今日の用意した議題は終わりで、その他ということで、何か特に発言が

あれば。 

Ａ 委 員  すみません、一つお願いがございまして、参考資料のつづりの中に杉並区みど

りの条例も入れておいていただきたいんですけれども。今日はかなりみどり関連

の話がありましたが、みどり関連施策に法的根拠を与えているものがみどりの条

例ですので、その条文がどこを探してもこの中に入っていないものですから、ぜ

ひ入れておいていただければと思います。お願いします。 

会 長  お願いします。 

Ｑ 委 員  施行規則も入れておいてもらったほうがいいんじゃないですか。先ほどの基準

が。 

Ａ 委 員  施行規則まで必要かどうかですね。そうするとほかの条例の規則もということ

に。 

Ｈ 委 員  すみません、Ｈです。最後に１つだけ。 

 環境白書で、25年度の区の取り組み状況ということでいただいて、私もＥさん

と同じように環境基本計画をつくるところに置いていただいた人間として読みな

がら、じゃ区はやったよな、じゃ区民として一個一個に私は何をやったかなとい

うふうに思いながらこれを読んだときに、非常に反省するところというか、何か

親子でやったんですけれども、お母さんだめだよねとか言いながら、子供もだめ

だよねみたいなことを言いながら読んでいたんですが、区民としての振り返りも

必要だし、環境基本計画でしたら事業者の立場としての取り組みもあったはずな
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ので、事業者だったらば事業者として同じ項目に対しての自分たちの評価を、本

来だったらば３者で、まとめるのは無理としても、それぞれに自主的にやらなけ

ればいけないことだろうなと、とても反省しました。まとめてくださってありが

とうございました。 

会 長  ありがとうございました。ほかのことでもこの際、その他ということでござい

ませんか。 

 前回の審議会で、この春にメンバーが、３分の１ぐらいの方がかわりました。

今回が２回目で、大分様子がわかってこられたと思いますので、本年度はあとも

う２カ月ちょっとしかありません。また来年度４月以降定期的に、例えば報告事

項だとかあるかと思いますが、審議会として一体どういう進め方を、何に重点を

置くかというあたり、少し皆様のほうからフリーな意見を出していただく機会も

あったほうがいいかなと思っています。 

 次回のことはまだ決めてませんけれども、もう少し審議会のメンバーで今の杉

並の出されたテーマ、どういうことを日ごろ考えているのか、あるいは気にして

いるのか、議論したほうがいいとか、こういう話も少し広く議論した方がいい気

がします。 

 それから、今もＨさんからもお話ありましたけれども、一昨年度にたしか夏ぐ

らいに廃棄物の基本計画ができて、それからエネルギービジョンがたしか秋だっ

たですか、それから環境基本計画が年末、11月だったと思いますが、来年になる

とちょうど２年になりますよね。 

 今、確かに白書では行政として何を行ってきたかについて出ていますが、それ

ぞれ去年と一昨年、作成した計画とビジョンが、その後どう進捗しているのかな

どを、作成に当たって議論をした審議会として、来年度はどこかできちんと議論

したほうがいいのではないかなという気もしております。できれば事務局と話し

合って、これからの進め方についても相談をしてみたいと思います。 

 次回、できれば少し皆さんと報告事項に関しての議論ではなくて、この場でど

ういうことを議論していったらいいかということについてのそれぞれの思いだと

か考えをご議論いただくようなことがあったほうが良いのではと考えています。 

 今日たまたまオリンピックの話で思いついた。そういう大事なことが審議会の

メンバーのほうから出てきて、それが大事ではないかということがきっかけで議

論をしてくこともあっていいのではないでしょうか。何か言い過ぎたところがあ

ったら、事務局からもそんなことできないよということがあったら訂正していた
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だいて構いませんので、いかがですか。 

環 境 課 長  私どもから申し上げられるのは、まずこの審議会は審議会条例に基づきまして

設置をさせていただいております。区長の諮問に対して答申をいただくというよ

うな経緯で環境基本計画などの策定にもかかわっていただきました。そのほか環

境基本計画、あるいはみどりの基本計画などに関するさまざまな動きについて、

毎回報告をさせていただいて、今日のような形で議論をしていただいて、ご意見

などをいただいているというのが基本的な審議会の進め方でございます。 

 ただ、その他ということで、せっかくお集まりをいただいてますので、皆様の

お考えなどを時間があればご議論をいただいて、そういう中から私どももどのよ

うなご意見があるのかということをお聞きをするというような時間があってもよ

ろしいかなとも思います。会長と私ども次回に向けてご相談をさせていただけれ

ばと思います。 

会 長  次回はどうなんでしょう。 

環 境 課 長  通常ですと、会長とまたご相談というような形になるんですが、一つは、今年

度で申し上げますと２回目でございますので、もし時間が合えば年度中もう一

回、３月に可能であればと考えてございます。ただ、それがなかなか難しいよう

であれば、年度明け、４月早々はなかなか難しゅうございますので、５月、６月

というような日程になるかなと考えてございます。 

会 長  もしも皆さんがご都合つくようだったら、３月末というのはあり得ますか。末

というのは余り好ましくないですか。 

環 境 課 長  末というか、中旬以降ぐらいといいましょうか。 

会 長  20日前後で。 

環 境 課 長  そうでございます。 

会 長  何かございますか。 

Ｇ 委 員  すみません、素朴な質問なんですけれども、区長が諮問する審議会ということ

ですが、区長は出席はなさらないんでしょうか。環境に何か興味がないというふ

うに聞いているんですけれども、出席することはあるんでしょうか。 

環 境 課 長  これは環境清掃審議会に限らず、条例で定めましたさまざまな審議会が区の中

にはございます。 

 まず去年の委嘱の段階で皆様にはご挨拶を副区長からさせていただきました。

あのときも区長をということで日程調整をさせていただきましたが、なかなか日

程が合いませんで大変失礼をいたしました。ただ通常、審議をする際に常に区長
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がいるというような審議会はございませんで、区長にいわばかわりまして、部長

を筆頭に事務局としてさまざまな対応をさせていただいているというのが、区の

審議会の形式でございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

会 長  答申とかいうときにはいらっしゃったりすることもありますが毎回の出席はな

いです。 

Ｌ 委 員  いつもいつも同じことを申し上げるようで恐縮ですが、これからあと審議会、

私ども審議会メンバーの意見を聞いていくと、おっしゃるときに私どもは何を求

められているのかと、少し漠然としたことですと、どこに会長が落とされようと

思っているのかなと思ってしまうんですね。今日も非常に話が多岐にわたりまし

て、報告がたまたま緑化に関する報告だったわけですけれども、そこのところに

エネルギーの話があり、あるいは施設の利用の問題があり、それは私たちは本当

に一区民ですから、頭を切りかえることなくいろいろな意見を言うわけですけれ

ども、こと審議会メンバーの意見を聞きたいと会長がおっしゃるときに、それは

環境全般に対して一区民として、私でしたらば、例えばエネルギーはこうありた

いですとか、こういうふうなビジョンを持ってこういうふうに進めてほしいです

とかいうふうなことを申し上げればよろしいんでしょうか。 

会 長  この審議会の場であるからこそこういう議論をしたほうがいいんじゃないかな

という意味で申し上げました。私はこういう環境でありたいとか、そういう個人

の感覚を述べるという意味で申し上げたわけではありません。意見というのはあ

くまで審議会という場に関してどんな思いを持って参加されているかということ

です。 

Ｌ 委 員  ということは、審議会ではこういう話がしたいとか、審議会の…… 

会 長  取り上げたら、こういうテーマを取り上げて。 

Ｌ 委 員  ああ、取り上げたいとか、こういう進行がいいのではないかとか、そういうよ

うなことも。 

会 長  そういうこともありますね。それで全部そのとおりに運営の中でうまく進行で

きるかどうかというのは、よく事務局と相談しなきゃいけないと思いますけれど

も、その中には審議会側から提案をして、ぜひやってみましょうかということも

あり得ると思いますよ。 

Ｌ 委 員  はい、わかりました。 

会 長  どうぞ。 

Ｐ 委 員  皆さんもそろそろだと思って、用語だけ。 
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 会長がおっしゃっているのは、恐らく今までの議題、報告事項とかというのも

全部区の先に何かが起きて、それの報告事項があって、どちらかというと我々も

受け身に立っているんではないかと。もうちょっと積極的に議題を審議委員の中

から出していってもいいんじゃないかということだと思うので、それに甘えまし

て１つだけ。これが載らなかったからといって怒ったりはしませんので。 

 視察というのが、フィールドワークというのができないかなと。この間という

か、今日も報告事項にあった和田堀公園の問題ですけれども、これなんか割と前

回、審議委員の中から何人か意見が出て今日の報告につながったと思うんですけ

れども、まさにＧさんがおっしゃっていたように、全都が認める極めて重要な都

市部の緑地帯ということで、それがどうなっていくのかというのについては、こ

の条例上も環境の保全に対して調査・審議をする責務を持った審議会ですので、

和田堀公園は審議会として見にいくというのも、フィールドワークしてみるとい

うのも一つ大事かなと思っております。 

会 長  あり得ると思いますよ。そういう話も以前から事務局とは何度かしたことがご

ざいますので。もちろん予算の範囲内になってしまうということで、急に北海道

へ行く必要があるとか、そういうふうには多分ならないと思いますけれども、可

能性はもちろんあると思います。そのことも含めて検討課題だと思います。 

Ｐ 委 員  そうですね。ぜひ住民運動の方とかの団体の方でやってらっしゃる方もいらっ

しゃるんですけれども、我々議員が委員会で行くときは、おいそれと住民団体の

方とぱぱぱとしゃべるというのは、責任上、公平性上、いろいろあるんですけれ

ども、審議会だったら行政の意見を聞き、区民の、現地の人の声を聞きというの

が、割とそんなに緊張感なくやったりもできるのかなと思っていまして、そこら

辺のぜひご検討をいただければと思っています。 

会 長  よろしいですか。はい。 

Ｇ 委 員  同じ善福寺川の上流で、善福寺公園の中でホタル水路という、上池と下池を結

ぶ水路があるんですね。今、私がかかわっている井荻小なんですけれども、５・

６年生がそこの水路をもっと今はもうほたる水路といって、昔、地域の方がほた

るをそこで飼っていたものですから、フェンスで囲まれて入れないようになっ

て、草ぼうぼうの状態になっているんですけれども、そこを開放して、みんなが

せせらぎとして遊べるようなところに変えてほしいということを、区長に５・６

年生の代表と一緒に行ったところ、３年計画に載せて、みんなの夢水路という計

画で来年度から予算がついて、変更というか、いろいろみんなの意見を聞きなが
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ら変えていってくれるというふうになっているんです。 

 もしできればそんな状況とかを皆さんにも広く知っていただいて、善福寺川を

変えて東京都の川、それから日本の川を変えていきたいなと思っているんですけ

れども、和田堀もそうですし、上流のほうもそうですし、やはり…… 

会 長  さっきのモデル地区も入っていますよね。 

Ｇ 委 員  ええ。 

会 長  成田西とか言っていましたね。 

Ｇ 委 員  はい。昔そうでしたけれども、洪水が起きて、先ほど川があふれちゃうからも

っと深くと言っていましたけれども、今までの同じ方法では川に水が入るからあ

ふれるんであって、川に雨水が入らないようにされるとか、いろいろ方法はある

ようなので、根本的に行政の考え方を変えなければいけないんじゃないかなと思

っているので、その辺もこの場で審議していただければうれしいなと思っており

ます。 

会 長  ありがとうございます。いろんな課題があると思いますので、できれば来年度

は報告事項を受けてやるだけじゃなくて、少し何というかな、審議会として責任

持ってきちんと議論できるような、そういう場もあったほうがいいと思っていま

す。そうでないと、環境基本計画をつくっただけになってしまいますので、そう

いう気がしますので、ぜひ上手な運営の仕方について事務局とよく相談したいな

と思います。何かございましたか。はい、どうぞ。 

Ｎ 委 員  申しわけありません。私も井荻小の夢水路の基本になるようなところで、総合

学習で伺っておりましたので、同じ思いだということをお話ししたい。ちょっと

手を挙げました。よろしくお願いします。 

 要するに地域で浸透ますとか、それから下水のことを考えることによって、流

水量が変わってくるのでお願いいたします。 

会 長  さっき私、テニスコートがまさかコンクリートの全面張りじゃないでしょうね

ということを申し上げた。天然芝ということはどういうことになるのは、私はよ

くわかりませんけれども。 

 時間が大分たってしまいましたので、大変進行運営失礼しました。今日は以上

とさせていただきたいと思います。では、事務局に一回お返ししましょう。あり

がとうございました。 

環 境 課 長  長時間にわたりましてご審議ありがとうございました。 

 毎回申し上げてございますが、本日の審議会の状況は議事録を作成してござい
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ます。ホームページでも内容を確認していただきましてから公開をいたしますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 それから、今日お配りいたしました杉並区緑地保全方針の冊子につきまして

は、ブルーのレターファイルのファイルにとじ込みたいと思いますので、今日そ

のまま会場のほうに置いてお帰りいただければと思います。 

 それから、先ほども触れましたが、次回の審議会につきましては会長とも日程

調整をいたしまして、改めて皆様にご連絡申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

 私からは以上でございます。 

会 長  わかりました。これで終わります。ありがとうございました。 

 


